
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）
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《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

中
　
原
　
　
　
剛

平
成
の
大
合
併
　
九
州
第
１
号



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

36

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

整備されたＪＲ赤間駅北口広場

平成26年に全面改築された自由ヶ丘地区
コミュニティ・センター



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

37

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 
一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

38

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

事業名

宗像福間線整備事業

コミュニティ・センター整備事業

拠点整備事業

庁舎整備事業

学校給食施設整備事業（中学校）

大島小中学校給食施設改修事業

観光サイン整備事業

県道改良事業

観光物産館整備事業

観光物産館整備事業（拡張分）

桜公園整備事業

市民活動交流館整備事業

日の里中学校改築事業

学校給食施設整備事業（小学校）

観光サイン整備事業

土穴須恵線整備事業

神湊ターミナル周辺整備事業

釣川河口域活性化事業

田熊石畑遺跡整備事業

広陵台大4号公園整備事業

くりえいと北公園整備事業

郷土文化学習交流施設整備事業

玄海小学校改築事業

交通バリアフリー推進事業

岬公民館跡地活用事業

大島行政センター施設改修事業

市民図書館須恵分館整備事業

明天寺公園ナイター施設整備事業

火葬場施設整備事業

小学校改修事業

小中学校改修事業（H24補正1号）

東郷駅駅前広場整備事業

教育大前駅バリアフリー整備事業

学童保育所整備事業

大井ダム再整備事業

15 ～ 20

15 ～ 25

16 ～ 23

17 ～ 18

17 ～ 21

18

18 ～ 22

18 ～ 28

18 ～ 25

28

18 ～ 25

19 ～ 20

19 ～ 23

20

20 ～ 22

20 ～ 24

20 ～ 24

20 ～ 26

21 ～ 28

22

22 ～ 23

22 ～ 25

22 ～ 26

23

23

23

23 ～ 24

23 ～ 24

23 ～ 25

24 ～ 28

24 ～ 25

24 ～ 28

24 ～ 25

24 ～ 28

24 ～ 28

1,961,000

2,454,575

5,898,972

612,629

1,092,781

20,451

15,878

1,240,589

881,186

11,846

88,082

220,812

1,883,277

26,032

12,842

477,628

338,847

274,153

1,553,939

25,752

36,226

471,268

931,502

76,097

34,997

22,465

86,309

75,565

960,345

1,440,735

105,915

2,014,197

87,616

124,466

362,532

1,076,450

0

1,570,414

0

178,789

0

0

0

148,961

0

0

0

704,703

0

0

260,150

137,009

9,400

1,108,449

12,750

17,750

10,500

164,487

0

0

0

0

0

0

343,472

48,339

1,148,628

0

17,284

85,800

0

7,500

0

0

0

0

0

0

49,518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,000

0

0

0

0

0

0

0

840,200

2,317,800

4,172,700

581,900

868,100

19,400

14,800

1,167,500

647,500

11,200

78,400

209,600

1,119,400

24,700

11,900

206,400

191,400

222,300

422,000

12,300

17,300

432,500

728,300

72,200

33,200

21,300

81,900

51,300

912,000

1,004,800

54,300

820,500

83,100

102,800

262,600

44,350

123,275

155,858

30,729

45,892

1,051

1,078

73,089

35,207

646

9,682

11,212

59,174

1,332

942

11,078

10,438

14,453

23,490

702

1,176

28,268

38,715

3,897

1,797

1,165

4,409

8,265

48,345

92,463

3,276

45,069

4,516

4,382

14,132

事業費 他特財 地方債国庫支出金事業年度 一般財源県支出金

事
業

表１　合併特例債財源内訳（平成28年借入、平成29年当初予算まで反映）
（単位：千円）



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

39

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

事業名

運動広場整備事業

釈迦院村中福間線道路改良事業

玄海小学校改築事業（H24補正1号）

荒開団地住宅建替事業

東郷日の里線道路改良事業

山田川緑道親水公園整備事業

観光拠点施設整備事業

障害児放課後等対策事業

小学校大規模改造事業

（H25補正1号）

体育施設改修事業

コミュニティバス整備事業

公園再整備事業

公園長寿命化事業

神湊ターミナル電子看板設置事業

神湊第二駐車場整備事業

河東中学校大規模改造事業

24 ～ 28

24 ～ 27

25

25

25 ～ 28

25

25

26 ～ 27

25

28

28

28

28

28

28

28

141,272

65,716

158,176

73,961

185,981

6,969

167,674

80,045

709,504

8,662

7,161

39,171

21,707

3,726

36,558

19,440

27,647,229

35,690

0

74,662

48,071

101,579

0

2,480

0

131,419

0

0

33,000

9,000

0

0

0

7,479,236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57,018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

限度額

残額

100,100

62,200

79,300

24,500

79,800

6,600

156,800

75,900

547,800

8,200

6,800

5,800

8,500

3,500

34,700

18,400

19,036,500

22,197,000

3,160,500

1,615,000

950,000

475,000

95,000

3,135,000

3,702,500

567,500

22,171,500

5,482

3,516

4,214

1,390

4,602

369

8,394

4,145

30,285

462

361

371

4,207

226

1,858

1,040

1,024,475

85,000

50,000

25,000

5,000

165,000

　

　

1,189,475

　　　　小　　　　計

宗像市人づくりでまちづくり基金事業

宗像市人づくりでまちづくり基金事業

宗像市離島振興基金事業

世界遺産登録活動推進基金事業

　　　　小　　　　計

15

17

17

22

1,700,000

1,000,000

500,000

100,000

3,300,000

30,947,229

0

0

0

0

0

7,479,236

0

0

0

0

0

57,018

0

0

0

0

0

限度額

残額

50,000

事業費 他特財 地方債国庫支出金事業年度 一般財源県支出金

事
業

基
金

平成27年度までの合計

（宗像市経営企画部財政課財政係 提供資料）



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

40

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。



　
　
　
宗
像
市
誕
生
の
背
景
と
経
緯

　
内
陸
部
の
旧
宗
像
市
域
は
、
横
断
す
る
形
で
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
線
や
国
道
３
号
が
走

り
、
交
通
の
利
便
性
が
高
か
っ
た
。
大
規
模
店
舗
や
、
む
な
か
た
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
・

ア
ス
テ
ィ
21
学
術
研
究
拠
点
が
立
地
し
、
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
文

化
施
設
も
充
実
し
て
い
た
。

　
一
方
、
旧
玄
海
町
は
釣
川
の
ほ
と
り
に
地
域
の
歴
史
的
・
精
神
的
シ
ン
ボ
ル
、
宗

像
大
社
が
鎮
座
す
る
。
海
岸
線
の
北
に
は
県
内
屈
指
の
水
揚
げ
を
誇
る
鐘
崎
漁
港
、

南
に
は
神
湊
漁
港
が
あ
る
。
旧
大
島
村
は
魚
介
類
の
宝
庫
と
し
て
知
ら
れ
、
釣
り
堀

な
ど
を
備
え
た
市
海
洋
体
験
施
設
「
う
み
ん
ぐ
大
島
」
が
あ
る
。
合
併
以
前
か
ら
宗

像
市
郡
の
住
民
は
通
勤
・
通
学
、
買
い
物
、
文
化
活
動
な
ど
日
常
の
生
活
圏
は
一
体

化
し
て
い
た
。
行
政
面
で
も
上
・
下
水
道
、
消
防
・
救
急
医
療
、
ご
み
処
理
な
ど
の

分
野
で
共
同
で
取
り
組
ん
で
き
た
。

　
平
成
８
（
１
９
９
６
）
年
６
月
、
当
時
の
瀧
口
凡
夫
市
長
が
市
議
会
で
宗
像
市
郡

１
市
３
町
１
村
（
宗
像
市
・
玄
海
町
・
福
間
町
・
津
屋
崎
町
・
大
島
村
）
の
大
同
合

併
の
必
要
性
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
10
（
98
）
年
３
月
の
玄
海
町
議
会
で
当

時
の
和
田
延
広
町
長
が
「
早
く
実
現
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
う
」
と
宗
像
市
郡
５

町
村
に
よ
る
大
同
合
併
の
考
え
を
表
明
し
た
。
同
年
10
月
に
「
宗
像
市
・
玄
海
町
合

併
研
究
会
」（
市
町
の
職
員
で
構
成
）
が
発
足
し
た
。

　
し
か
し
、
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
４
月
の
統
一
地
方
選
で
当
選
し
た
玄
海
町
の

木
村
久
生
町
長
が
初
当
庁
日
の
職
員
へ
の
訓
示
で
「
合
併
論
議
は
町
長
と
議
会
だ
け

で
進
ん
で
き
て
お
り
、
懸
念
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
団
体
、
組
織
に
協
力
を
求
め
て

町
民
中
心
の
論
議
を
し
た
い
」
と
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
。

　
一
方
、
早
期
合
併
を
目
指
す
宗
像
市
と
玄
海
町
の
住
民
団
体
「
宗
像
人
の
会
」
が

平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
１
月
、
合
併
特
例
法
に
基
づ
き
、
合
併
協
議
会
設
置
を
求

め
る
署
名
簿
を
両
市
町
の
選
管
に
提
出
し
た
。
署
名
数
は
宗
像
市
６
６
９
７
人
分
、

玄
海
町
３
５
４
０
人
分
。
合
併
特
例
法
に
定
め
る
住
民
発
議
に
必
要
な
有
権
者
数
は

50
分
の
１
以
上
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
５
倍
、
22
倍
と
大
き
く
上
回
っ
た
。

　
ま
た
、
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
２
月
に
は
、
瀧
口
市
長
と
木
村
町
長
に
県
内
で

初
め
て
合
併
協
議
会
の
設
置
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
瀧
口
市
長
は
「
合
併
特

例
法
の
精
神
に
沿
っ
て
進
め
た
い
」、
木
村
町
長
は
「
宗
像
市
と
歩
調
を
合
わ
せ
た

い
」
と
合
併
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
同
年
４
月
、
宗
像
市
・
玄
海
町
両
議
会

は
、
と
も
に
合
併
協
議
会
設
置
案
を
可
決
し
た
。
住
民
発
議
制
度
を
拡
充
し
た
合
併

特
例
法
に
よ
る
合
併
協
設
置
は
両
市
町
が
全
国
で
初
め
て
だ
っ
た
。

　
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
５
月
、
原
田
慎
太
郎
宗
像
市
長
と
木
村
玄
海
町
長
が
合

併
協
定
書
に
調
印
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
年
６
月
26
日
に
宗
像
市
・
玄
海
町
の
両

議
会
が
合
併
関
連
議
案
を
可
決
し
た
。
ま
た
、
同
16
（
04
）
年
７
月
、
原
田
宗
像
市

長
と
河
辺
健
治
大
島
村
長
が
合
併
協
定
書
に
調
印
し
、
同
年
８
月
、
宗
像
市
と
大
島

村
の
両
議
会
が
合
併
関
連
議
案
を
可
決
し
た
。

（
な
か
は
ら
つ
よ
し
　
現
代
部
会
）
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《
史
料
紹
介
》

　

は
じ
め
に

　
宗
像
市
田
野
に
鎮
座
す
る
依
岳
神
社
に
は
、
十
枚
の
棟
札
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。

最
も
古
い
棟
札
で
は
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
の
年
紀
が
確
認
で
き
、
最
も
新
し
い

棟
札
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
で
あ
る
。
現
在
の
本
殿
・
拝
殿
は
、
平
成
十
四
（
二

〇
〇
二
）
年
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）

年
に
着
手
し
た
調
査
に
基
づ
い
て
、
十
枚
の
棟
札
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
中
世
の
宗

像
大
社
の
末
社
で
あ
っ
た
与
里
嶽
神
社
の
役
割
、
信
仰
の
継
続
に
つ
い
て
も
示
し
た

い
。

　
な
お
、
現
在
の
社
名
表
記
は
「
依
岳
神
社
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
以
下

関
係
史
料
及
び
、
す
べ
て
の
棟
札
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
与
里
嶽
神
社
」
の
社
号
を

用
い
て
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
宗
像
大
社
に
つ
い
て
は
中
世
の
史
料
表
現

で
あ
る
「
宗
像
社
」
を
用
い
る
。

一　

棟
札
の
紹
介

（
１
）
十
枚
の
棟
札

　
年
代
順
に
通
し
番
号
を
付
け
て
紹
介
し
、
造
営
の
過
程
を
追
っ
て
み
よ
う
。

①
　
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
二
月
十
日
　
　
　
　
　
本
殿
造
営

　
詳
細
は
次
項
（
２
）
に
譲
る
。

②
　
正
保
四
（
一
六
四
三
）
年
三
月
十
六
日 

本
殿
造
営

　
①
②
を
隔
て
る
百
七
十
年
間
に
造
営
・
修
理
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
①
に
書
か
れ
た
文
言
が
②
、
さ
ら
に
③
で
も
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
①
と
②
の
間
に
失
わ
れ
た
棟
札
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、

無
か
っ
た
に
せ
よ
、
次
の
文
言
は
①
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
中
心
の
造
営
願
文

の
向
っ
て
右
の
「
右
一
天
下
泰
平
国
土
豊
饒
　
殊
当
郡
郷
内
諸
人
快
楽
」
、
向
っ
て

左
の
「
一
切
諸
願
皆
令
満
足
悉
地
成
就
故
也
」（
②
③
で
は
「
故
」
が
「
所
」
と
な

る
）
で
あ
る
。
新
た
な
造
営
事
業
に
お
い
て
も
古
い
棟
札
が
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
現

在
に
至
る
ま
で
守
っ
て
き
た
氏
子
の
信
仰
の
源
を
見
る
想
い
で
あ
る
。

　
向
っ
て
左
側
行
の
末
尾
は
「
無
病
息
災
祈
」
と
書
き
止
め
る
が
、
「
災
」
字
を
右

寄
せ
の
小
さ
な
文
字
で
書
い
て
い
る
。
災
い
が
少
な
か
ら
ん
こ
と
の
真
摯
な
祈
り
で

あ
ろ
う
。

③
　
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
四
月
十
四
日 

本
殿
造
営

　
「
本
願
主
華
田
彦
之
尉
」
と
あ
り
、
④
の
「
花
田
彦
次
郎
」
と
同
族
の
祖
で
あ
ろ

う
。

④
　
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
三
月
十
五
日 

拝
殿
造
営

　
こ
の
棟
札
で
初
め
て
「
拝
殿
」
の
文
言
が
み
え
、
「
願
主
　
花
田
彦
次
郎
　
同
重

三
郎
　
社
人
入
江
大
和
」
の
も
と
に
産
土
中
で
協
力
し
て
造
営
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
参
道
入
口
の
一
の
鳥
居
に
は
享
保
五
年
寄
進
の
銘
が
あ
っ
て
、
造
営
事
業

に
先
立
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
七
月
七
日
　
　
　
　
　
本
殿
造
営
・
拝
殿
修
理

　「
寝
［
神
］
殿
上
家
建
立
　
拝
殿
作
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
殿
は
新
造
し
、

拝
殿
に
は
修
理
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⑥
　
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
冬
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
殿
造
営

　「
享
保
辛
丑
（
六
）
歳
、
今
年
明
和
八
辛
卯
孟
冬
迄
年
数
五
十
一
歳
而
改
営
矣
」

と
あ
っ
て
、
④
で
造
営
し
た
拝
殿
を
建
て
替
え
た
こ
と
が
わ
か
り
、
⑤
が
拝
殿
修
理

で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
加
藤
一
純
が
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
に
着

手
し
、
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
に
福
岡
藩
に
献
上
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
附

録
』
巻
三
十
三
宗
像
郡
下
の
田
野
村
与
里
嶽
社
に
は
、「
神
殿
方
一
間
、
拝
殿
二
間

三
間
」「
奉
祀
入
江
大
和
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
造
営
さ
れ
た
拝
殿
に
つ
い
て
記
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
の
社
人
も
「
入
江
左
近
藤
原
朝
臣
恒
秀
」
と
あ
り
、
④
か

ら
引
き
続
い
て
代
々
入
江
氏
が
奉
仕
し
て
い
た
。

⑦
　
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
二
月
二
十
五
日
　
　
　
本
殿
・
拝
殿
修
理

　「
与
里
嶽
大
明
神
箱
棟
神
殿
拝
殿
作
事
事
」
と
あ
り
、
本
殿
・
拝
殿
そ
れ
ぞ
れ
に

箱
棟
を
取
り
付
け
る
造
作
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
神
主
と
し
て
「
入
江
直
義
、
直

貴
」
の
名
が
見
え
、
入
江
氏
の
奉
仕
が
継
続
し
て
い
る
。

⑧
　
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
本
殿
修
理
・
屋
根
葺
替
え

　「
本
殿
大
修
繕　

家
根
檜
皮
改
修
」
と
あ
り
、
⑤
で
新
造
し
た
本
殿
の
大
修
理
を

行
い
、
檜
皮
葺
の
屋
根
に
も
修
理
を
施
し
て
い
る
。
裏
に
も
墨
書
が
あ
り
、
こ
の
年

の
十
一
月
に
大
正
天
皇
即
位
式
・
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑨
　
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
十
月
　
　
　
　
　
　
社
殿
合
祀

　
与
里
嶽
神
社
本
殿
の
内
に
、
森
俊
神
社
、
須
賀
神
社
、
波
折
神
社
の
三
社
を
合
祀

し
、
境
内
に
別
殿
を
造
営
し
て
、
大
歳
神
社
、
愛
岳
神
社
も
合
祀
し
て
い
る
。「
宗

像
神
社
假
殿
購
入
使
用
」
と
あ
っ
て
、
宗
像
大
社
の
假
殿
に
用
い
た
部
材
を
購
入
し

て
造
営
し
て
い
る
。

⑩
　
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
四
月
二
十
五
日
　
　
　
本
殿
屋
根
葺
替
え

　「
檜
皮
葺
乎
銅
板
葺
尓
」
と
あ
っ
て
、
屋
根
が
銅
板
葺
に
変
わ
っ
た
。
⑧
⑨
で
の

神
官
は
「
入
江
洋
」、
⑩
で
は
「
入
江
永
太
郎
」
で
あ
り
、
前
代
と
変
わ
ら
な
い
。

　
①
か
ら
⑩
ま
で
の
棟
札
を
通
覧
す
る
に
、
②
か
ら
⑩
の
棟
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に

は
欠
失
し
た
棟
札
は
無
く
、
継
続
し
て
残
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
文
明
三
年
の
棟
札

　
こ
の
棟
札
に
つ
い
て
近
世
の
地
誌
類
で
は
、
唯
一
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の

み
が
言
及
す
る
。
同
書
は
、
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
に
青
柳
種
信
が
編
纂
を
命

じ
ら
れ
て
着
手
し
、
彼
の
死
後
も
息
子
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
遂
に

完
結
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
情
報
量
の
多
さ
か
ら
評
価
の
高
い
文
献
で
あ

り
、
こ
の
棟
札
の
記
載
に
及
ぶ
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。
内
容
は
、
巻
二
十
二
「
依

岳
神
社
」
の
「
古
棟
札
あ
り
、
文
明
三
天
辛
卯
二
月
十
日
　
大
檀
那
宗
形
（
マ
マ
）

朝
臣
氏
郷
と
記
せ
り
」
で
あ
る
。
平
成
二
十
七
年
に
棟
札
を
実
見
し
た
折
に
そ
れ
ら

し
き
一
枚
を
確
認
し
た
が
、
肉
眼
で
の
解
読
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
九
州
歴
史
資

料
館
の
ご
協
力
に
よ
り
赤
外
線
撮
影
に
よ
っ
て
文
字
の
解
読
を
試
み
た
。
中
央
願
文

の
向
っ
て
左
行
に
「
文
明
参
天
辛
卯
貮
月
十
日
」
の
年
号
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

中
央
願
文
に
は
「
大
檀
那
宗
像
朝
臣
氏
郷
　
　
当
給
人
吉
家
敬
白
」
と
あ
る
。
大
宮

司
氏
郷
に
つ
い
て
は
、「
正
平
二
十
三
（
一
三
六
八
）
年
宗
像
宮
年
中
行
事
」
巻
末
、

永
享
九
（
一
四
三
七
）
年
の
「
応
安
神
事
次
第
」
戊
本
巻
末
に
花
押
が
す
え
ら
れ
て

い
る
。
両
史
料
と
も
に
写
本
で
あ
り
花
押
も
写
し
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
に
氏
郷
が

関
与
し
た
訳
で
は
な
く
、
花
押
も
氏
郷
の
も
の
と
す
る
傍
証
は
無
い
。
氏
郷
に
つ
い

て
の
確
実
な
史
料
は
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
記
さ
れ
た
通
交
の
記
録
で
あ
る
。
初
見

は
寛
正
三
（
一
四
六
二
）
年
で
、
文
明
三
年
に
も
遣
使
、
土
貢
献
上
の
記
事
が
あ
る
。

年
代
、
人
名
に
お
い
て
棟
札
と
の
矛
盾
は
な
く
、
あ
え
て
後
世
の
仮
託
等
の
疑
念
を

挟
む
必
要
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

　
氏
郷
に
続
く
文
言
「
当
給
人
吉
家
」
と
は
、
吉
家
な
る
人
物
が
与
里
嶽
神
社
が
鎮

座
す
る
田
野
郷
を
、
大
宮
司
家
か
ら
扶
持
分
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
名
の
読
み
方
、
姓
・
名
で
な
い
こ
と
等
、
未
詳
の
点
が
残

る
。
な
お
、「
吉
家
」
の
向
っ
て
右
側
に
「
大
宮
司
」
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
文
字
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
お
く
に

と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
大
宮
司
氏
郷
と
吉
家
と
の
関
係
を
示
す
文
言
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
科
学
的
手
法
で
の
解
読
に
期
待
し
た
い
。

　
向
っ
て
右
行
に
は
「
大
工
藤
原
盛
安
」、
同
左
行
に
は
「
小
工
等
」「
大
施
主
印
洞

□（
以
下
読
め
ず
）」
と
あ
る
。
大
施
主
と
書
か
れ
た
印
洞
某
は
下
の
文
字
が
判
読
で

き
な
い
が
法
名
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
願
文
の
「
悉
地
成
就
」
と
い
う
仏
教

用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
や
、
社
僧
の
存
在
に
も
想
像

が
膨
ら
む
。

　
こ
の
棟
札
か
ら
は
、
文
明
三
年
に
大
宮
司
氏
郷
が
旦
那
と
な
っ
て
与
里
嶽
神
社
本

殿
が
造
営
さ
れ
た
史
実
を
確
実
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
大
宮
司
家
の
社
領

支
配
の
あ
り
方
の
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
の
給
人
吉
家
、
施
主
印
洞
某
に
つ
い
て

は
、
残
念
な
が
ら
未
詳
の
ま
ま
で
あ
る
。

二　

与
里
嶽
神
社
の
歴
史

　
文
明
三
年
の
棟
札
が
、
宗
像
市
内
は
も
ち
ろ
ん
福
岡
県
下
に
お
い
て
も
古
い
棟
札

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
与
里
嶽
神
社
の
史
料
初
見
は
鎌
倉
末
期
成
立

の
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
で
あ
り
、
社
殿
造
営
は
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
遡
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
与
里
嶽
神
社
に
つ
い
て
の
関
係
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

（
１
）
中
世

　「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
に
「
与
里
嶽
明
神
」、
正
平
二
十
三
年
成
立
の
「
宗
像
宮

年
中
行
事
」
で
も
「
与
里
嶽
明
神
」
と
記
さ
れ
て
、
宗
像
社
末
社
と
し
て
書
き
上
げ

ら
れ
る
。
後
者
の
記
述
に
よ
る
と
、
神
事
は
毎
月
朔
日
と
十
五
日
の
奉
幣
神
事
、
九

月
九
日
の
神
事
（
御
九
日
神
事
）
と
仁
王
講
会
、
十
二
月
十
九
日
の
嶽
祭
と
仁
王
講

会
で
あ
る
。
一
年
に
二
度
の
大
祭
で
、
仁
王
般
若
経
を
読
誦
し
て
万
民
豊
楽
を
祈
念

す
る
法
会
が
行
わ
れ
て
お
り
、
文
明
三
年
棟
札
に
み
え
る
施
主
印
洞
某
も
こ
の
法
会

に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
応
安
八
（
一
三
七
五
）
年
成
立
の
「
応
安
神
事
次
第
甲
本
」
に
は
、
よ
り
詳
細
な

嶽
祭
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
十
二
月
十
九
日
は
「
与
里
嶽
社
祭
事
」
と
始
ま
る
。

次
い
で
、
森
社
、
織
幡
社
、
宗
像
社
庁
座
神
事
。
翌
日
二
十
日
は
、
許
斐
的
原
嶽
祭

か
ら
始
ま
り
、
宮
地
嶽
社
、
在
自
若
宮
社
、
奴
山
社
と
神
事
を
続
け
、
最
後
に
宗
像

社
庁
座
で
の
直
会
を
も
っ
て
二
日
間
に
亘
る
嶽
祭
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連

の
嶽
祭
は
山
の
神
、
山
の
幸
へ
の
感
謝
祭
、
山
仕
事
の
納
会
で
あ
る
。

　
十
九
日
最
後
の
庁
座
神
事
で
は
梶
取
の
問
答
所
作
が
行
わ
れ
る
。
大
梶
取
役
の
忌

子
禰
宜
が
天
候
を
四
日
間
観
察
し
て
、
宗
像
社
か
ら
東
に
見
え
る
与
里
嶽
の
雲
の
掛

り
具
合
を
吉
と
い
い
、
小
梶
取
役
の
神
主
が
南
の
許
斐
嶽
と
西
の
大
島
嶽
の
雲
の
掛

り
具
合
を
吉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
梶
取
と
は
船
頭
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問

答
は
航
海
の
目
標
で
あ
る
与
里
嶽
、
許
斐
嶽
、
大
島
嶽
へ
の
視
界
が
良
好
で
航
海
が

安
全
で
あ
る
こ
と
の
予
祝
神
事
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
十
一
月
十
九
日
・
二
十
日
に
斎
行
さ
れ
る
嶽
祭
は
収
穫
祭
、

納
会
に
加
え
て
航
海
安
全
の
祈
願
祭
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
与
里
嶽
神
社
が
鎮
座
す
る
与
里
嶽
は
、
山
の
幸
を
も
た
ら
す
入
会
の
山
で
あ
り
、

航
海
上
の
目
標
と
な
る
山
当
て
の
山
で
も
あ
り
、
人
々
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
宝
の

山
で
あ
り
、
篤
い
信
仰
を
集
め
る
山
で
あ
っ
た
。

　
天
文
二
十
一
（
一
五
五
二
）
年
に
作
成
さ
れ
た
温
科
慰
重
に
与
え
ら
れ
た
領
地
・

屋
敷
の
目
録
が
残
る
が
（
竹
井
文
書
、『
宗
像
市
史
史
料
編
』
中
世
Ⅱ
三
四
一
号
、

平
成
八
年
三
月
、
宗
像
大
社
所
蔵
写
真
）、
そ
こ
に
は
田
野
郷
の
土
地
と
し
て
「
森
・

与
里
嶽
御
供
田
二
段
」「
与
里
嶽
修
理
田
一
段
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
神
事
斎
行
と

と
も
に
、
社
殿
の
存
在
、
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天

正
八
（
一
五
八
〇
）
年
か
ら
十
四
年
の
田
野
郷
の
年
貢
米
注
進
状
（
嶺
家
文
書
、

『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
、
平
成
二
十
一
年
二
月
）
に
与
里
嶽
、
森
嶽
の
神
事
費

用
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
神
事
の
さ
ら
な
る
継
続
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
神
事
は
お
そ
ら
く
は
嶽
祭
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
近
世
・
近
代

　
江
戸
時
代
、
筑
前
国
を
与
え
ら
れ
た
黒
田
氏
が
入
国
し
て
社
寺
は
そ
の
藩
政
下
に

組
み
込
ま
れ
た
。
藩
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
地
誌
類
に
も
各
々
、
与
里
嶽
社
、
森
社

に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
っ
て
、
田
野
地
区
の
人
々
に
よ
っ
て
氏
神
と
し
て
守
り
伝
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
冒
頭
の
棟
札
の
紹
介
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
正
十
三
年
に
与
里
嶽
神
社
境
内
に
森

社
が
合
祀
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
地
域
の
信
仰
・
神

事
に
つ
い
て
は
、
古
野
清
人
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
、
東

海
大
学
出
版
会
）
に
記
さ
れ
た
昭
和
十
一
年
の
古
老
か
ら
の
聞
き
書
を
引
い
て
示
そ

う
。「
昔
の
お
宮
座
は
田
野
に
五
十
軒
の
株
が
あ
っ
た
。
こ
の
株
を
持
っ
て
い
た
の

は
威
張
っ
て
い
た
。（
中
略
）
今
は
全
然
や
ら
な
い
」。
池
田
村
と
田
野
村
が
合
併
し

て
池
野
村
と
な
っ
た
が
、
氏
神
は
「
依
岳
神
社
、
全
員
が
氏
子
」、「
山
ノ
神
祭
り
は

今
は
な
し
。
明
治
二
十
四
、
五
年
頃
ま
で
は
や
っ
て
い
た
。
猟
を
し
て
獲
物
を
取
っ

て
き
て
お
祭
り
す
る
。
十
二
月
二
十
四
日
に
は
山
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
」と
あ
る
。

近
隣
地
区
も
同
様
に
同
日
の
入
山
を
禁
じ
て
お
り
、
日
に
ち
の
相
違
は
あ
る
が
、
中

世
の
嶽
祭
が
山
仕
事
納
会
の
「
山
ノ
神
祭
り
」
と
し
て
、
入
山
禁
止
の
禁
忌
を
伴
っ

て
継
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　
与
里
嶽
神
社
に
残
さ
れ
て
き
た
棟
札
と
現
存
す
る
文
献
史
料
か
ら
、
社
殿
造
営
、

修
理
の
経
過
や
、
神
事
の
継
続
を
た
ど
っ
て
き
た
。
平
成
十
四
年
の
社
殿
新
造
の
折

の
活
気
あ
ふ
れ
る
に
ぎ
や
か
な
写
真
が
拝
殿
に
飾
ら
れ
、「
再
建
資
金
出
資
者
一
覧
」

と
題
す
る
大
き
な
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
、
地
域
ご
と
に
多
く
の
寄
進
者
の
名
前
が
連

ね
ら
れ
て
お
り
、
篤
い
信
仰
の
歴
史
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
社
叢
か
ら
降
り
注
ぐ
よ
う
な
落
葉
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
境
内
、

掃
き
清
め
ら
れ
た
拝
殿
と
そ
の
奥
の
本
殿
の
厳
か
な
佇
ま
い
は
、
神
の
坐
す
場
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ
　
中
世
部
会
）

《
書
　
評
》

　
本
書
は
、
題
目
が
示
す
よ
う
に
、
沖
ノ
島
砲
台
や
宗
像
を
中
心
と
し
て
、
北
部
九

州
の
軍
事
遺
跡
と
本
土
決
戦
の
あ
り
方
を
、
膨
大
な
史
資
料
を
引
用
し
つ
つ
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
試
み
た
浩
瀚
な
内
容
の
書
籍
で
あ
る
。
著
者
の
花
田
勝
広
氏
は
宗
像

市
出
身
で
、
滋
賀
県
野
洲
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
に
勤
務
し
つ
つ
、
宗
像
地

域
の
考
古
学
研
究
を
中
心
に
、
多
く
の
著
述
を
著
し
て
こ
ら
れ
た
。
昨
今
は
『
出
光

佐
三
と
宗
像―

温
故
知
新
と
回
想
』（
宗
像
考
古
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
）
を
著
わ

す
な
ど
、
近
現
代
の
動
向
に
も
造
詣
の
深
い
方
で
あ
る
。

　
ま
え
が
き
で
著
者
は
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、
従
来
の
調
査
は
「
銃
後
の
生
活
」

を
中
心
に
記
述
さ
れ
た
た
め
、
戦
争
の
作
戦
が
解
明
さ
れ
ず
、
戦
争
遺
跡
の
具
体
的

な
位
置
の
検
討
が
さ
れ
な
い
こ
と
を
「
一
番
の
問
題
点
」
に
挙
げ
る
。
本
研
究
の
目

的
を
著
者
は
こ
う
説
明
す
る
。「
防
衛
研
究
所
戦
史
セ
ン
タ
ー
史
料
を
も
と
に
、
太

平
洋
戦
争
の
実
態
を
現
地
に
残
る
遺
跡
を
通
じ
て
、
史
料
と
遺
跡
を
通
じ
、
解
明
す

る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
戦
争
体
験
者
か
ら
併
せ
て
聞
き
取
り
を
実
施
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
戦
史
遺
跡
の
記
録
化
を
進
め
、
平
和
学
習
の

基
礎
資
料
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
負
の
歴
史
の
調
査
法
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ

る
」。
さ
ら
に
、
研
究
の
方
法
と
し
て
太
平
洋
戦
争
、
近
代
史
を
「
考
古
学
の
手
法
」

で
解
明
す
る
こ
と
と
説
明
し
、「
戦
史
の
基
本
情
報
で
あ
る
戦
史
遺
跡
地
図
」
を
公

表
し
、
遺
跡
保
存
、
平
和
学
習
に
役
立
て
た
い
と
し
て
い
る
。

　
以
下
、
本
書
の
本
論
は
、
筆
者
の
故
郷
で
あ
る
宗
像
地
域
を
中
心
に
、
福
岡
沿
岸

一
帯
の
防
空
施
設
の
配
置
、
作
戦
、
戦
争
遺
跡
の
関
係
資
料
を
、
後
世
の
回
想
録
な

ど
を
踏
ま
え
つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。

　
第
一
章
は
沖
ノ
島
砲
台
の
調
査
に
つ
い
て
で
あ
る
。
朝
鮮
系
海
峡
要
塞
で
は
壱

岐
、
対
馬
を
中
心
に
軍
艦
攻
撃
用
の
三
〇
な
い
し
は
四
〇
加
農
砲
を
設
置
し
て
い
た

が
、
対
潜
水
艦
対
策
の
た
め
、
一
五
糎
加
農
砲
を
新
た
に
、
沖
ノ
島
、
小
呂
島
、
筑

前
大
島
な
ど
に
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
沖
ノ
島
で
は
起
工
が
一
九
三
七
年
六

月
、
竣
工
が
四
〇
年
三
月
で
あ
っ
た
。
一
節
は
、
前
提
と
な
る
作
戦
、
建
設
作
業
、

施
設
を
、
考
古
学
的
調
査
に
基
づ
い
た
絵
図
を
踏
ま
え
な
が
ら
詳
細
に
紹
介
し
て
い

る
。
二
節
は
、
沖
ノ
島
第
七
中
隊
の
回
想
録
を
踏
ま
え
、
四
三
年
一
〇
月
に
沖
ノ
島

付
近
で
沈
没
し
た
崑
崙
丸
や
四
五
年
の
終
戦
前
の
砲
台
守
備
隊
の
苦
難
な
ど
を
伝
え

て
い
る
。

　
第
二
章
は
筑
前
大
島
砲
台
の
調
査
で
あ
る
。
大
島
砲
台
は
一
九
三
五
年
五
月
に
着

工
し
、
三
六
年
一
一
月
に
竣
工
し
た
。
前
章
と
同
じ
く
一
節
は
軍
事
施
設
の
概
要
、

建
設
作
業
の
経
緯
、
軍
事
施
設
の
概
要
、
大
島
砲
台
に
も
置
か
れ
た
四
五
式
一
五
糎

加
農
砲
の
史
料
紹
介
を
し
、
大
島
に
見
ら
れ
る
「
要
塞
第
一
区
地
帯
標
」
は
要
塞
地

帯
法
、
軍
機
保
護
法
を
踏
ま
え
説
明
す
る
。
二
節
は
聞
き
取
り
調
査
に
加
え
、
四
五

年
五
月
の
火
砲
の
移
管
指
示
に
基
づ
く
火
砲
の
移
動
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
第
三
章
は
白
島
砲
台
の
調
査
で
あ
る
。
響
灘
の
白
島
砲
台
は
一
九
三
六
年
七
月
に

着
工
し
、
三
七
年
一
〇
月
に
竣
工
し
た
。
同
章
は
、
砲
台
の
建
設
工
事
、
四
一
年
七

月
以
降
の
要
塞
準
備
の
下
令
の
史
料
紹
介
、
白
島
砲
台
と
北
九
州
空
襲
に
関
す
る
回

想
録
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
第
四
章
は
宗
像
周
辺
へ
の
軍
の
配
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
節
は
宗
像
地
域
の
勤

労
動
員
を
扱
う
。
陸
軍
芦
屋
飛
行
場
は
一
九
三
九
年
一
〇
月
に
起
工
し
、
四
二
年
五

月
に
開
廠
式
を
行
っ
た
。
国
防
訓
練
場
（
津
屋
崎
飛
行
場
）
は
四
四
年
一
二
月
に
開

場
し
た
。
大
阪
陸
軍
航
空
補
給
廠 

福
間
出
張
所
は
、
四
三
～
四
四
年
に
弾
薬
庫
が
建

設
さ
れ
、福
間
駅
か
ら
引
き
込
み
線
も
敷
設
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
建
設
作
業
の
た
め
に
、

学
徒
動
員
の
宗
像
高
等
女
学
校
、
宗
像
中
学
な
ど
の
労
働
力
が
投
じ
ら
れ
た
。
本
節

は
施
設
の
概
況
や
関
係
資
料
、
回
想
録
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
二
節
は
四
一
年
の
独

ソ
戦
勃
発
以
降
の
防
空
連
隊
の
配
置
を
扱
う
。
西
部
防
空
旅
団
の
防
空
二
五
連
隊
は

遠
賀
郡
、
宗
像
郡
に
置
か
れ
、
聴
測
中
隊
・
分
隊
が
配
置
さ
れ
、
四
四
年
六
月
の
八

幡
空
襲
後
に
防
空
部
隊
が
高
射
砲
集
団
と
名
を
変
え
、
高
射
砲
一
三
五
連
隊
の
本
部

は
海
老
津
に
駐
屯
し
、
高
射
砲
集
団
司
令
部
は
芦
屋
に
あ
っ
た
。
高
射
砲
一
三
五
連

隊
は
四
四
年
一
一
月
に
解
隊
さ
れ
、
独
立
照
空
二
一
大
隊
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
中
心

は
春
日
村
に
移
っ
た
。
本
節
は
そ
の
関
係
資
料
や
部
隊
配
置
図
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、

四
四
年
夏
に
は
下
関
防
備
隊
津
屋
崎
防
備
衛
所
が
設
置
さ
れ
た
。
本
節
は
四
五
年
八

月
の
兵
器
軍
需
品
船
艇
施
設
の
一
覧
、
下
関
防
備
隊
戦
時
日
誌
に
基
づ
い
た
四
三
年

一
〇
月
か
ら
四
五
年
八
月
ま
で
の
大
型
船
舶
被
害
の
一
覧
も
掲
載
す
る
。
二
節
は
そ

の
終
わ
り
に
、
北
九
州
高
射
砲
隊
全
体
の
活
動
概
況
一
覧
、
防
空
配
置
図
を
示
し
て

い
る
。

　
第
五
章
の
宗
像
の
本
土
決
戦
に
は
最
も
多
い
頁
数
を
費
や
し
て
い
る
。
一
節
は
北

九
州
沿
岸
に
お
け
る
作
戦
計
画
を
扱
う
。
一
九
四
五
年
二
月
に
一
六
方
面
が
発
足

し
、
四
月
は
そ
の
軍
隷
属
化
で
、
北
部
九
州
を
担
任
す
る
五
六
軍
が
発
足
し
た
。
そ

の
傘
下
で
、
若
松
、
折
尾
、
海
老
津
、
赤
間
、
東
郷
、
福
間
で
教
育
訓
練
、
築
城
作

業
に
専
念
し
た
の
が
第
一
四
五
師
団
だ
っ
た
。
ま
た
、
遠
賀
郡
岡
垣
地
域
に
は
歩
兵

四
一
八
連
隊
が
配
備
さ
れ
、
連
隊
本
部
は
海
老
津
に
あ
っ
た
。
本
節
は
そ
れ
ら
の
作

戦
計
画
の
史
料
や
編
成
、
軍
事
兵
器
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
二
節
は
福
津
地
域
の
軍

の
配
備
を
扱
う
。
四
五
年
七
月
上
旬
は
三
五
一
師
団
が
古
賀
、
新
宮
に
配
備
さ
れ
、

五
七
師
団
は
福
岡
市
、
粕
屋
郡
、
糸
島
を
中
心
に
作
戦
を
進
め
、
一
四
五
師
団
は
宗

像
に
後
退
し
た
。
本
節
は
こ
の
三
五
一
師
団
の
作
戦
計
画
、
兵
力
配
置
な
ど
の
史
料

を
紹
介
し
て
い
る
。
三
五
一
師
団
な
ど
を
隷
属
化
に
置
い
た
第
五
六
軍
は
、
四
五
年

八
月
頃
、
敵
上
陸
の
初
動
を
制
す
べ
く
「
福
間
会
戦
指
導
方
策
」
を
策
定
し
た
。
加

え
て
本
節
は
三
五
一
師
団
の
隷
属
下
に
あ
っ
た
歩
兵
三
二
八
連
隊
（
津
屋
崎
）、
三

二
九
連
隊
（
新
宮
）、
三
三
〇
連
隊
（
古
賀
）
の
配
置
、
敗
戦
後
の
一
四
五
師
団
、

三
五
一
師
団
の
兵
器
、
弾
薬
庫
の
処
理
の
詳
細
も
紹
介
す
る
。
三
節
は
「
宗
像
郡
の

ま
と
め
」
と
称
し
、
日
露
戦
争
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
輸
送
船
・
常
陸
丸
が
一
九
〇

四
年
六
月
に
ウ
ラ
ジ
オ
艦
隊
に
撃
沈
さ
れ
、
そ
の
際
、
生
存
者
約
九
〇
名
が
沖
ノ
島

で
救
助
さ
れ
る
も
、
多
く
の
遺
体
が
同
島
の
岸
辺
に
漂
着
し
た
こ
と
、
沖
ノ
島
砲
台

と
崑
崙
丸
沈
没
も
踏
ま
え
、
戦
時
中
の
「
負
の
歴
史
」
を
解
明
す
る
必
要
性
を
改
め

て
強
調
し
て
い
る
。

　
第
六
章
は
福
岡
平
地
の
本
土
決
戦
を
扱
う
。
一
節
は
第
五
七
師
団
戦
争
資
料
に
基

づ
い
た
記
述
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
四
月
か
ら
香
椎
、
早
良
郡
の
海
岸
部
、
粕
屋
郡
、

那
珂
郡
、
筑
紫
郡
を
中
心
に
配
備
さ
れ
た
の
は
、
満
州
か
ら
転
用
さ
れ
た
第
五
七
師

団
で
あ
っ
た
。
本
節
は
そ
の
進
駐
、
作
戦
準
備
、
福
間
会
戦
な
い
し
は
福
岡
平
地
会

戦
を
想
定
し
た
戦
闘
指
導
要
領
、
部
隊
配
置
、
師
団
の
装
備
、
陣
地
の
連
携
に
関
す

る
資
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
二
節
は
、
防
空
大
隊
・
高
射
砲
連
隊
の
配
備
に
つ
い
て

び
と


